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　自殺は，突然の死であることに加え，自殺を言及することそのものがタブー視されやすく，自
殺の要因に関する様々な誤解や偏見も生じやすいものです。そのため，遺族等は，深く傷つき，
怒りや罪悪感，否認など複雑な感情や思いを抱き，身体・精神症状を発症したり，自殺したこと
自体を周囲の人に話せずに一人で苦しみ，地域・社会から孤立してしまうことが多く，自殺のハ
イリスク者ともなりうることから，地域全体で自死遺族等を支援することが重要となります。
　このマニュアルにおいては，市の各種窓口で相談業務に当たる保健師や精神保健福祉士，行政
関係職員，教職員のほか，民生委員・児童委員，医師や看護師等医療従事者，弁護士・司法書士
など法律専門家，さらには警察や消防，葬祭事業者等自死遺族等と接する機会のある方を，自死
遺族等支援者（以下，「支援者」という。）として位置づけ，これらの支援者が，どのような姿勢で，
どのような方法で，どのような支援をしたらよいかなど，自死遺族等を支援するにあたっての，
具体的・実用的な手引きとして作成したものです。また，自死に至った方の職業，資産などの状
況により，遺族等がなすべき手続きも多様であることから，支援者が自死遺族等を迅速かつ遺漏
のないよう各種申請窓口につなぎ，遺族等が困ることなく手続きができるような内容も加えました。
　このマニュアルが，様々な立場の方々に広くご活用いただくことで，自死遺族等を支える社会
の一助となれば幸いです。
　なお，このマニュアルの第１版は，厚生労働省が平成20年度に策定した指針「自死遺族を支え
るために」を参考に平成27年3月に作成しました。自殺総合対策推進センターが平成30年11月に
作成した「自死遺族等を支えるために 総合的支援の手引」を参考に改定を加え，自死遺族等の皆
さまや，関係機関・団体からご意見・ご協力をいただきながら作成したものであり，関係者の皆
さまに感謝申し上げます。







（2）後期高齢者医療被保険者の場合
　後期高齢者医療に加入していた被保険者（75歳以上の方，一定の障がいがある65歳以上75歳未
満の方）が死亡したときに，申請により，葬祭を行った人に5万円が支給されます。

（3）健康保険被保険者の場合
　被扶養者に「埋葬料」5万円が支給されます。

◎請 求 期 限 葬祭を行った日の翌日から2年
◎申 請 窓 口 保険年金課国保給付グループ（℡ 028-632-2316），各地区市民センター，各出張所

◎請 求 期 限 葬祭を行った日の翌日から2年
◎申 請 窓 口 保険年金課後期高齢者医療グループ（℡ 028-632-2307），各地区市民センター，

各出張所

◎必要な書類 個々の状況により異なりますので，窓口に直接お問い合わせください。
◎請 求 期 限 死亡した日から2年
◎申 請 窓 口 勤務先，全国健康保険協会栃木支部，または健康保険組合

（1）国民健康保険被保険者の場合
　国民健康保険に加入していた被保険者が死亡したときに，申請により，葬祭を
行った人に5万円が支給されます。

◎手続き可能な人
◎必要なもの

※　葬祭を行った人以外に葬祭費の支給を希望する場合は委任状が必要になります。

喪主又は、喪主から委任を受けた方
喪主の通帳（口座番号が確認できるもの）
喪主のマイナンバーカード（公金受取口座を希望する場合）
故人の被保険者証など
葬祭を行ったこと及び喪主の氏名が確認できるもの（会葬礼状・葬儀式場の
領収書など）

※　葬祭を行った人以外に葬祭費の支給を希望する場合は委任状が必要になります。

◎手続き可能な人
◎必要なもの

喪主又は、喪主から委任を受けた方
喪主の本人確認書類
喪主の通帳（口座番号が確認できるもの）
故人の被保険者証など
葬祭を行ったこと及び喪主の氏名が確認できるもの（会葬礼状・葬儀式場の
領収書など）







問
合
せ
先

※IP電話・PHSからは（℡ 03-6700-1165）
※必要な書類は、個人毎に異なる場合があります。詳しくは，お電話にてご相談ください。

○ねんきんダイヤル（℡ 0570-05-1165）

○宇都宮西年金事務所（℡ 028-622-4281）

配偶者（夫は55歳以上に限る。受給開始は60歳から。ただし，夫は遺族基礎年金を受給中の場
合に限り，遺族厚生年金を合わせて受給できる。）
子，孫（18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2
級の障害の状態にある者）
父母，祖父母（55歳以上に限る。受給開始は60歳から。）

※30歳未満の子のない妻は，5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者，子（子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年
金の障害等級1・2級の障害の状態にある者に限ります）は遺族基礎年金も併せて受けられます。

（4）遺族年金
①遺族厚生年金

◎支給対象者　死亡当時，亡くなった方に生計を維持されていた方

②遺族基礎年金

◎支給対象者 亡くなった方に生計を維持されていた子のある配偶者，または子
※子とは次の者に限ります。
18歳到達年度の末日（3月31日）を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
・
・

・

・

・

◎支 給 要 件 ① 被保険者が死亡したとき，または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5
年以内に死亡したとき。（ただし，死亡日の前日において，保険料納付済期間
（保険料免除期間を含む）の合計が国民年金加入期間の3分の2以上であること）
※ただし令和8年3月末までの場合は死亡した方が65歳未満であれば，死亡日の
　属する月の前々月までの直近１年間の保険料に未納がなければ受けられます。

②
③
老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
1級・2級の障害厚生年金（共済）年金を受け取っている者が死亡したとき。

◎必要な書類

◎請 求 期 限
◎申 請 窓 口

年金手帳（死亡者・請求者），戸籍全部事項証明，死亡者の住民票除票（本籍・続柄の
表示があるもの），請求者の世帯全員の住民票（本籍・続柄の表示があるもの），死亡
診断書のコピー，振込先口座番号，認め印，請求者の所得証明書など
死亡した日の翌日から5年
年金事務所，共済組合の給付課

◎支 給 要 件 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
（ただし，死亡した者について，保険料納付済期間（保険料免除期間を含む。）が加入
期間の3分の2以上であること）
※令和8年3月末までの場合は死亡した方が65歳未満であれば，死亡日の属する月
　の前々月までの1年間の保険料に未納がなければ受けられます。



（ただし，その遺族が55歳以上の妻，または，一定の障害の状態にある妻の場合は，給付基礎日
　額の175日分）







◎相 談 窓 口 宇都宮市社会福祉協議会（℡ 028-636-1251）

◎制度の内容 病気などの理由で，収入や蓄えがなく，生活が困難になった方に，世帯を単位と
して経済面での援助をします。生活保護には，生活・住宅・教育・医療・介護な
どの扶助があります。保護を必要とする時は，本人または家族の方が，生活福祉
第1・2課（市役所1階B3窓口）へご相談ください。

◎相 談 窓 口 生活福祉第1課・第2課（℡ 028-632-2105，℡028-632-2465）
※地域の民生児童委員にも相談ができます。

⑦生業扶助……高等学校への費用や、仕事につくための費用



◎対　象　者 宇都宮市にお住まいの母子家庭の母，父子家庭の父，寡婦及び40歳以上の配偶者
のない女子（婚姻をしたことのない独身の方は含まれません）。
※寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で，現に子を扶養していない方の場合，特別
　な事情がないときは，前年の所得が2,036,000円以下の場合に限り貸付対象。
※就学支度資金，修学資金，就職支度資金，修業資金については，母子家庭の
　母が扶養する児童，父子家庭の父が扶養する児童，寡婦が扶養する子，父母
　のない20歳未満の子にも貸付をしています。

◎申 請 窓 口 子ども政策課自立支援グループ（℡L 028-632-2389）
※資金が必要な時期を考えて、お早めにご相談ください。

◎申 請 窓 口 子ども政策課子ども給付グループ（℡ 028-632-2387）

（1）児童手当
　母・父等で，0歳から18歳到達後最初の年度末までの児童を養育している方に支給される手当
です。状況により，受給者変更等の手続きが必要な場合があります。



◎申 請 窓 口 子ども政策課自立支援グループ（℡ 028-632-2386・2399）

◎申  請  窓  口 各小中学校，学校管理課（小学校入学準備金のみ。）

オンライン学習通信費（モバイルルータ貸与）・



◎制度の内容

（1）宇都宮市奨学金

◎募 集 人 数 150名程度
◎貸付額（月額）・高校，高専，中等教育学校（後期課程），専修学校（高等課程）：

10,000円，15,000円，20,000円のいずれかで希望する額

・大学，大学院，短大，専修学校（専門課程）
50,000円を限度に10,000円単位で希望する額

※父・母両方が連帯保証人になることはできません。
※宇都宮市外にお住まいの方も連帯保証人になることができます。

奨学金とは，向学心に富みながら経済的理由により修学困難な学生・生徒に対し，
経済的に支援を行い，教育の機会均等を図るとともに，次代の社会を担う豊かな
人間性を備えた創造的な人材の育成に資することを目的に貸与又は給付されます。
また，卒業後に返還された奨学金は後輩の奨学金として，再び活用されます。
高等専門学校，専修学校，短期大学，大学及び大学院への進学に利用できる奨学
金として，日本学生支援機構の奨学金があります。それぞれの奨学金制度によっ
て対象となる奨学生の条件が異なります。

　経済的理由により，学校教育法の規定に基づく高等学校，高等専門学校，大学，大学院，短期
大学，中等教育学校（後期課程），専修学校（修業年限は2年以上の高等課程・専門課程）への修
学が困難な方に，奨学金を貸与する制度です。
　募集期間内（担当課へご確認ください）に，必要書類をそろえて申し込みください。

◎申 請 資 格
② 成年で独立の生計を営み，確実な保証能力があり，市税（市民税，固定資産税，
都市計画税，国民健康保険税，軽自動車税等）の滞納がない連帯保証人を2名
選任できること。

① 本市市民の被扶養者で，経済的理由により修学が困難であること。



◎貸　付　額 ①高校，高専，中等教育学校（後期課程），専修学校（高等課程）
・私　　　立　200,000円を限度に10,000円単位で希望する額

◎返　　　還 ① 無利子
②

②大学，大学院，短大，専修学校（専門課程）
・国立・公立　200,000円を限度に10,000円単位で希望する額
・私　　　立　500,000円を限度に10,000円単位で希望する額

◎返　　　還 ①
② 最終学校を卒業した1年後（3月卒業の場合は，翌年4月）から，当該奨学金の
貸付を受けた期間の4倍に相当する期間内に月賦，半年賦又は年賦により口座
振替で返還していただきます。
例） 4年制大学の場合は最長16年間で返還となります。

　学校教育法の規定に基づく高等学校，高等専門学校，大学，大学院，短期大学，中等教育学校（後
期課程），専修学校（修業年限が2年以上の高等課程・専門課程）に入学予定の方の保護者に入学一
時金を貸与する制度です。
　募集期間内（担当課へご確認ください）に，必要書類をそろえて申し込みください。

② 出身学校長又は在学学校長の推薦調書

無利子

◎提 出 書 類 ①

◎申 請 窓 口 教育企画課管理グループ（℡ 028-632-2705）

奨学金貸付申請書

② 市税（市民税，固定資産税，都市計画税，国民健康保険税，軽自動車税等）の
滞納がないこと。

③ 成年で独立の生計を営み，確実な保証能力があり，市税の滞納がない連帯保証
人を1名選任できること。

④ 他の入学一時金（日本学生支援機構，栃木県育英会，他の地方公共団体等）の
貸付を受けていないこと。

当年4月から各学校の正規の修業期間に2年を加えた期間内に月賦，半年賦又は
年賦により口座振替で返還していただきます。
　例）4年制大学の場合は最長6年間の返還となります。

①

30名程度

本市市民であること。

（2）宇都宮市入学一時金

◎申 請 資 格

◎募 集 人 数



（3）宇都宮市返還免除型育英修学資金

◎申 請 資 格

◎募 集 人 数

◎提 出 書 類

◎免　　　除

◎返　　　還

◎貸付額（月額）

◎申 請 窓 口

◎提 出 書 類 ①

◎申 請 窓 口 教育企画課管理グループ（℡ 028-632-2705）
② 入学予定の方の在学学校長又は出身学校長の推薦調書

　学校教育法の規定に基づく大学，短期大学，大学院，専門学校（修業年限が2年以上専門課程）
へ入学を予定する人，大学2・3年生として在籍を予定する人で経済的理由により修学が困難な方
に奨学金を貸与し，一定の条件を満たせば返還が免除される制度です。
　募集期間内（担当課へご確認ください）に，必要書類をそろえて申し込みください。

入学一時金貸付申請書 

① 本市市民の被扶養者で，経済的理由により修学が困難であること。

60名程度

最終学校を卒業した翌月から1年以内に宇都宮市に居住し，かつ，5年間居住を継
続した時に返還が免除されます。
上記免除の条件を満たすことができないことが確定した時から，育英修学資金の
貸付けを受けた期間の4倍に相当する期間内に，月賦，半年賦又は年賦により口座
振替で返還していただきます。
　例）4年制大学の場合は最長16年間の返還となります。

20,000円

教育企画課管理グループ（℡ 028-632-2705）

① 育英修学資金貸付申請書
② 出身学校長又は在学学校長の推薦調書

③ 過去に返還免除型育英修学資金貸付制度の貸付けを受けたことがないこと。
④ 最終学校卒業後，宇都宮市に居住を希望すること。

② 成年で独立の生計を営み，確実な保証能力があり，市税（市民税・固定資産税・
都市計画税・国民健康保険税・軽自動車税等）の滞納がない連帯保証人を2名選
任できること。

⑤ 初めて大学を卒業した者，または，初めて大学等を卒業した年度の末日から申
請を行う日までの期間が2年以内である者。（大学院入学予定者のみ）
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